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新居浜市特定用途制限地域における畜舎等の用途の制限に関する条例  

 

（目的）  

第１条  この条例は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（令和３年

農林水産省・国土交通省令第６号。以下「省令」という。）第５２条第１項の規定に

基づき、特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限に関し必要な事項を定める

ことにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資するこ

とを目的とする。  

（用語の定義）  

第２条  この条例において使用する用語は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法

律（令和３年法律第３４号。以下「法」という。）及び省令において使用する用語の

例による。  

（基準時）  

第３条  この条例において「基準時」とは、法第８条第１項の規定により第５条の規定

の適用を受けない認定畜舎等について、法第８条第１項の規定により引き続き第５条



 

 

の規定（同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。）の適用を受

けない期間の始期をいう。  

（適用区域）  

第４条  この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項の規定

により、特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした区域に適用する。  

（畜舎等の用途の制限）  

第５条  特定用途制限地域内においては、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各

号に定める規模の畜舎等は、建築等をしてはならない。  

（１）市街地周辺地区  床面積の合計が１，５００平方メートルを超える畜舎等  

（２）田園居住地区  床面積の合計が３，０００平方メートルを超える畜舎等  

（畜舎等の敷地が地区の内外にわたる場合等の措置）  

第６条  畜舎等の敷地が市街地周辺地区又は田園居住地区の内外にわたる場合における

前条の規定の適用については、その敷地の過半が市街地周辺地区又は田園居住地区に

属するときには、その畜舎等又はその敷地の全部について、同条の規定を適用し、そ

の敷地の過半が市街地周辺地区又は田園居住地区の外に属するときには、その畜舎等

又はその敷地の全部について、同条の規定を適用しない。  

２  畜舎等の敷地が市街地周辺地区及び田園居住地区にわたる場合における前条の規定

の適用については、その畜舎等又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属す

る地区に関する規定を適用する。  

（認定畜舎等の用途の制限の適用除外）  

第７条  法第８条第１項の規定により第５条の規定の適用を受けない認定畜舎等につい

て、次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第８条

第２項第２号及び第３号の規定にかかわらず、第５条の規定は適用しない。  

（１）増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築

後における建築面積が基準時における敷地面積に対して、省令第４５条第１項又は

第２項の規定に適合すること。  

（２）増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を超えないこ

と。  

（既存の認定畜舎等に対する制限の緩和）  



 

 

第８条  法第８条第１項の規定により第５条の規定の適用を受けない認定畜舎等に係る

この条例の施行後の増築又は改築のうち、認定畜舎等及び敷地の状況によりやむを得

ないと認められるものについては、この条例の規定による制限を緩和することができ

る。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

提案理由  

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の施行に伴い、特定用途制限地

域内における畜舎等の用途の制限に関し必要な事項を定めることにより、合理的な土地

利用を図り、良好な環境の形成及び保持に資するため、本案を提出する。  


